
掲示期間 12.22－12.31

 新潟市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  平成２６年１２月２２日

新潟市長 篠田 昭

新潟市規則第１０１号

   新潟市市税条例施行規則の一部を改正する規則

新潟市市税条例施行規則（平成１９年新潟市規則第１１１号）の一部を次のように改正

する。

別表第４条例第６７条第１項第２号に該当する場合の項第７号中「第１０号の７」を「

第１０号の９」に改める。

別記様式第４８号（表）中

「

」

を

「

」

に改める。

   附 則

 （施行期日）

１ この規則は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から施行する。

 （１） 別記様式第４８号（表）の改正規定並びに次項及び附則第３項の規定 公布の

日

（２） 別表第４条例第６７条第１項第２号に該当する場合の項第７号の改正規定 子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の施行の日

 （経過措置）



掲示期間 12.22－12.31

２ この規則の施行（前項第１号の規定による施行をいう。次項において同じ。）前にこ

の規則（前項第１号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。）による改正

前の新潟市市税条例施行規則（次項において「旧規則」という。）別記様式第４８号の

規定により提出された市民税申告書は，この規則による改正後の新潟市市税条例施行規

則別記様式第４８号の規定により提出された市民税申告書とみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧規則別記様式第４８号による用紙については，当分の

間，これを取り繕って使用することができる。


